
令和３年６月７日 

 

保護者の皆様 

 

南城市新型インフルエンザ等対策本部 

本部長 瑞慶覧 長敏 

                                  （公印省略） 

 

緊急事態措置に係る沖縄県対処方針に基づく 

保育所等の登園自粛要請について（依頼） 

 

 平素より本市の教育・保育行政へご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。 

 令和３年６月３日付で県より発表された「特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針」に基

づき、南城市内の公立幼稚園（久高幼稚園除く）、保育所等は受け入れ規模を縮小いたします。 

保護者が医療従事者や社会生活を維持するために就業を継続することが必要な場合や、家庭での保育

が困難な場合の児童の受け入れを優先させていただき、それ以外の職種については登園自粛を要請いたし

ます。なお、保育料については日割り計算による減免措置をおこないます。 

保護者の皆様におかれましては、緊急事態宣言の趣旨をご理解いただき、更なる家庭保育へのご協力

をお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．登園自粛要請期間 

  令和３年６月８日（火）から令和３年６月 19 日（土）まで 

 

２．利用方法 

  利用される方は、すみやかに「緊急事態宣言発令中の保育必要申出書」を在園する施設へ提出して

ください。 

 

※上記対応については、新型コロナウイルスの感染状況等により変更となることがありますので 

ご了承ください。 

 

 

教育指導課：９１７－５３６４  子育て支援課：９１７－５３４３ 

 

 



保育園、認定こども園、幼稚園長　殿

園児名　　　　　　　　　　（　　歳）　　　　　　　　（       歳）

保護者名

（１）保育が必要な理由

（２）保育の利用日（保育が必要な日に、必要な時間を日別に記入してください。）

保育時間 日付 保育時間

～ ６月１４日（月） ～

～ ６月１５日（火） ～

～ ６月１６日（水） ～

～ ６月１７日（木） ～

～ ６月１８日（金） ～

休日 ６月１９日（土） ～

（3）緊急連絡先

□医療従事者

□警察・消防等に勤務

□介護施設等に勤務

□社会機能を維持するために必要な業務に従事

□ひとり親家庭で仕事を休むことが困難

６月１２日（土）

（　　　　　　　                 　　　　　　） （　　　　　　                      　　　　　　　）

勤

務

状

況

緊急事態宣言発令中の保育必要申出書

□仕事を休めず家庭での保育が困難

□その他

母

□医療従事者

□警察・消防等に勤務

□介護施設等に勤務

□社会機能を維持するために必要な業務に従事

□ひとり親家庭で仕事を休むことが困難

□仕事を休めず家庭での保育が困難

□その他

父

日付

６月８日　（火）

６月９日　（水）

６月１０日（木）

６月１１日（金）

電話番号

（　　　　　　　　）

６月１３日（日）

お名前（児童との関係）
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